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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年７月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年２月２８日 ２２時４２分ごろ 

発生場所 山口県下松市笠戸
か さ ど

島西方沖 

 下松市所在の火振岬
ひぶりみさき

灯台から真方位３１８°２.６５海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３３°５７.７′ 東経１３１°４７.０′） 

事故調査の経過  平成２５年５月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 板村
いたむら

丸、２.２トン 

 ＹＧ３－６０１９７（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.９７ｍ（Lr）×２.４８ｍ×０.７４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１５４.４６kＷ、平成元年１月１９日 

 第２８０－２５１２５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成９年６月１２日 

  免許証交付日 平成２４年６月２０日 

         （平成２９年６月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 推進器翼等に曲損、船底に破口を伴う擦過傷 

 事故の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、いわしすくい網漁の操業を終

え、船首約０.３ｍ、船尾約１.１ｍの喫水により、平成２５年２月２

８日２２時３７分ごろ笠戸島西方沖の亀岩
かめいわ

付近の漁場を発進し、船長

が、航海灯を表示して山立てで山口県周南市粭
すくも

島南端の三ツ石鼻付

近に船首を向け、約１８ノットの対地速力で手動操舵によって北西進

した。 

 船長は、船首目標の三ツ石鼻付近に向ける場合、周南市大島半島南

方沖には、下コーズ瀬と称する浅礁が存在することを知っていたの

で、いつもは広い海域に移動し、同瀬を大きく離す針路で航行してい

た。 

 船長は、本事故当時、２３時の水揚げに間に合わせるため、下コー
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ズ瀬に多少接近しても、長年漁師をしている経験から問題なく航行で

きると思い、同瀬に接近する針路で三ツ石鼻付近に向けて航行中、２

２時４２分ごろ、火振岬灯台から真方位３１８°２.６５Ｍ付近にお

いて、浅礁に乗り揚げ、乗り切った。 

 本船は、浸水があったので、大島半島南端に任意座礁した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ３ 

海象：潮汐 高潮時 

 その他の事項  本船のＧＰＳプロッターは、魚群探索の表示に切り替えて使用され

ていた。 

 本船は、レーダーがなかった。 

 船長は、漁師の経験が長く、山立てで船位を把握していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、笠戸島西方沖を北西進中、船長が、大島半島南方沖の下コ

ーズ瀬と称する浅礁が存在することを知っていたが、同瀬に多少接近

しても、経験から問題なく航行できると思い、下コーズ瀬に接近する

針路で航行していたことから、浅礁に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、笠戸島西方沖を北西進中、下コーズ瀬に

接近する針路で航行していたため、浅礁に乗り揚げたことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・慣れた海域であっても、浅礁を十分に離す針路とすること。 

 


